
昭
和
二
石
’
三

‐
“
Ｉ
Ｉ
ｄ
ｒ
Ｉ
ｌ
ｈ
ｒ
ｃ
勾
砦
曙
Ｊ
分
軋
名
侭
Ⅲ
』

″
一
〃
’

四
○
’
三

四
九

一
１
Ｉ
１
０
０
Ｉ
Ｄ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｆ
４
Ｉ
Ｔ
Ｉ

’
1

1

'四
，一 〃 i 〃

本
籍

｜

｜
’

五
○

四
七

二
一
神
戸
地
方
検
察
庁
姫
路
支
部
勤
務
を
命
ず
る

／
三
五
三
二
五
旭
川
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

″
八
二
六
徳
島
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

三

三
三’三
一’○

ノ／
〃 ﾉノ

｜
月
一
日
一

’
○
一
二
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

三
京
都
大
学
法
学
部
卒
業

四
一
廿
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

四
一
一
二
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

四 二 ′J

二

四 五
一
検
事
二
級
（
神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
採
用
す
る

た
だ
し
、
期
日
は
八
月
二
九
日
、
三
○
日
の
二
日
間
と
す
る

奉
季

日
叩
ｌ
１
１
１
１
ｆ
ｌ
ｊ
Ｏ
Ｄ
ｌ
Ｔ
■
Ｉ
ｒ
０
Ｉ
ユ
堂
Ｉ
■
９
１
０
日
０
１
Ｂ
２
幻
Ｉ
１
ｊ
ｌ
１
４
ｇ
ｒ

出
生
年
月
日
一
昭
和
八
年
六
月
三
日
生

ふ
り
が
な
氏
名
一

旧

氏
名
一
『
》
｜
，
む
ら
た

項
村

汁
侭
孜
切
鱒
日

最
高
検
察
庁

法

務

省

〃〃

一一
最
高
検
察
庁

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

田

法

務

省

〃〃

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最
高
裁
判
所

〃

ひ
と
し

恒

四
二
六i諄

二

八 ヅ
~一 l
－l

昭
和
四
九
年
度
司
法
修
習
生
考
試
に
つ
き
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
考

査
委
員
を
委
嘱
す
る

昭
和
五
○
年
度
司
法
修
習
生
考
試
に
つ
き
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
考

査
委
員
を
委
嘱
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
裁
判

ﾉｰ〃 ノノ

’ ’
1 － ’

’五’
－4－

F、

ノ、

庁
名



一
ｌ
ｉ
‐
１
１
‐
！

－

'五
！一

昭
和
五
六伊

ｒ

I

’

1
一一

ノ、

○
五
九

五
八〃 ！ 〃ノノ ； 〃 ； ノノ ノノ ノノ ノノ

″
一

ノノ

｜ ′ノ ！ 〃 九

一
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
西
ド
イ

ッ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
連
合
王
国
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
○
年
九
月
二
○
日
か
ら
同
年
一
○
月
二
四
日
ま
で

と
す
る

一
二
八
昭
和
五
一
年
度
司
法
修
習
生
考
試
に
つ
き
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
考

査
委
員
を
委
嘱
す
る

６
１
‐
１
↑

‐
皇
！
．
‐
１
１
１
１
”

Ⅱ

１
１
１
９
‐
１
１
９
，
１
１
１
冊
今
０
９
↓
’
１
０
，
ｌ
ｌ
ｌ
１
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
，
‐
１
，
’
’
’
１
１
１
０
．
０
ｂ
Ｉ
８
ｔ
Ｐ
１
０
Ｉ
ｌ
ｒ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｏ
Ｄ
：
ｐ
ｑ
１
ｐ
Ｉ
ｊ
４
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
１
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

三

三

昭
和
五
一
年
度
司
法
修
習
生
考
試
に
つ
き
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
考

査
委
員
の
委
嘱
を
解
く

一
一
一

一
一ノノ

一
一
一七i 一 ﾉノ 1 ．一一 ド ノノ一

1

1

二
○
一
最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃

法
務
大
臣
官
房
会
計
課
長
に
充
て
る

一
一
第
一
○
一
面
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

二
八
一
法
務
大
臣
官
房
会
計
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

｜ （

一I ｜
I ｛

四｛ 〃 i
I I
四

一
一
〔
）

一
一
〔
）

一
｛
一

一
一
一-i人 ノノ 1

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

任
期
は
昭
和
五
九
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

第
一
○
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
免
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
大
臣
官
房
会
計
課
長
に
充
て
る

第
九
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

Ⅱ，
1i法|務

1嘗；
内

内

閣

ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｂ
Ｉ
４
１
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
凸

一
法
務
省

法
務
省

法
務
省

法 内 法｜
｜務1務

省｜閣省

最
高
裁
判
所

田

〃 〃 ノノ ノノノノ ノノノ〃

|闇

恒

ﾉノ ノノ

ノノ ノノ

ノノ

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
命
ず
る

…
Ｉ
ｉ

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

三ノノ
タ
・

一

○

|_| " |面
I ； I



言
一
院

■
●
■
■
■
■
ｑ
０
８
８
ｑ
Ｇ
ｑ
■
１
９
６
■
０
４
９
２
ｑ
■
、
■
ｌ
Ｕ
ｄ
ｒ
■
■
〃
Ｃ
ｂ
Ｃ
ｑ
０
■
■
■
Ｕ
●
■
■
■
■
日
。

ﾉノ

■
Ｕ
ａ
Ｄ
巳
口
■
■
■
■
”
β
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
一
■
■
・
●
吐
冒
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
ｅ
■

一
一

一一

平
成

元

■
■
Ｐ
凸
■
■
■
■
■
■
』
■
、
凸
■
凸
■
■
■
■
■
＆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
色
■
■
ｂ
■
■
●
■
■
■
■
Ｂ
＆
”
■
ｕ
■
■
■
■
■
■
■
■
■

〃

六
一

一

ﾉノ

■
■
Ⅱ
■
答
０
０
，
，
，
■
ｒ
ｒ
Ｂ
ｂ
０
Ｂ
Ｄ
ｌ
ｅ
Ｂ
８
Ｂ
Ｏ
ｂ
ｐ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
，
●
ｔ
■
ｊ
Ｇ
６
Ｂ
■
Ｂ
Ｉ
ｂ
■
Ｐ
Ｏ
Ｄ
Ⅱ
０
０
０

一
ハ
ー

■
■
“
■
■
■
。
。
■
■
■
毎
。
。
■
●
Ｚ
■
宮
口
や
■
■
■
“
■
■
一
■
■
■
■
《
日
■
■
■
■
凸

’
８
０
Ⅱ
Ｉ
Ｕ
Ｄ
ｐ
Ｉ
８
０
８
■
Ｏ
Ｓ
■
も

四

l
I

O

I
I

I

九’四
i

や
■
二
■
ｈ
ｅ
●
●
Ｔ
Ｐ
』
■
■

’〃

i

一
一
一

一
一

Ｂ
■
Ｄ
８
ｂ
■
■
Ｆ
Ｂ
■
６
６
凸
■
■
Ｏ
ｐ
６
ｒ
Ｄ
９
０
ｒ
●
巳
Ｆ
・
６
．
０
◆
Ｌ
■
Ｌ
６
Ｐ
●
■
凸

一
一
一

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
一
■
■
■
●
●
■
●
■
●
●
量
■
寺
《
■
守
・
Ｕ
“
■
●
■
●
■
■
■
ｄ
ｑ

’
０
０
。
◆
ロ
ｑ
子
早
６
，
０
ｊ
、
０
．

■
０
言
Ⅱ
０
８
８
０
８
ｑ
Ｕ
ｐ
０
８
ｑ
０
０
Ｐ
凸
８
１
ケ
●
・
色
■
Ｐ
８

ﾉﾉ

■
●
．
■
■
■
■
■
■
■
ｇ
Ｘ
■
ｑ
ｏ
ｑ
二
■
９
口
■
■
■
０
■
Ｑ
湿
口
■
■
■
ｄ
ｏ
・
■
■
●
ｑ
０
ｄ

’
四

■■口■■■■■■■■０■一■■■■Ｑ］■■一■ａＴｆＯ口ｑＣ４▲ｖ●も■■・唇０９０凸巳■凸■ｃ●０ａ。

四
一
一

■
■
■
■
■
、
』
■
■
■
』
■
■
■
■
●
◆
●
』
■
ず
■
■
Ｑ
■
■
二
■
■
一
■
●
■
■
■

一

○ 一 一

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を

長
野
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す

ﾉノ

■
■
●
■
一
■
■
＆
■
■
や
■
■
一
■
■
凸
ロ
“
■
■
■
■
０
■
■
■
。
①
■
ｒ
汀
■
■
■
■
《
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
ｑ
▲
Ｔ
仏
■
二
■
で
▲
屯
▲
ロ

〃

回
り
■
■
２
Ⅱ
８
０
．
．
０
８
８
口
．
？
Ｏ
●
▲
１
０
凸
与
Ｉ
Ｉ
Ｏ
０
●
０
０
，
０
６
９
０
６
口
ｑ
Ｊ
８
０
Ｐ

！
‐
Ｉ
‐
ｌ
１
ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
１
ｉ
１
ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
十
１
１
Ｍ
Ｉ
Ｉ
ｌ

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る
〃

ｉ
ｉ
１
ｉ
Ｉ
ｉ
‐
！
‐
！
！
‐
１
１
１
！
‐
ｌ
１
ｉ
ｌ
１
Ｉ
！
‐
ｌ
１
１
ｉ
‐
！
！
！
ｌ
ｌ
砦
！
！
！
！
！
！
！
‐
！
！

‐
！
‐
‐
１
１
，
１
１
１
‐
ｉ
ｉ
‐
！
！
！
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
１
１
‐
‐
！
‐
！
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｉ
－
ｉ
ｌ
‐
１
１
１
１
Ｗ
‐
ｉ
１
Ｉ
ｉ
Ｉ

千
葉
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る
〃

1
9

1
6

●
■

ト
g

P

b
d

の

？ ．
●

●

1
●

8
号

：

l
Q

1
I

F
｡

p

■

B

f

j

I
■

I

l
G

e

l

l
l
b

l
O

l
l
I

l
l
l
8

1
1

1
■

ロ

l
P

i

i
U

l
I

I
I

I

I
I

I

－L

I
l
巳

I
●

｜
I
1
■

I
i

I

l

| i
I

｜＃

｜
』

i
B i
Q r

0 【
：

I5

1 1

1 1
1
■ ！

I I
I I

l I

| |
l

l

l

l ‘’1 ．

’ ｜’ ‘
ロ 念

I i

l
i I

l
D
q

U

I
I

l li

i ll
l ・

I
I i

l ’
10

1 ドI
I

4■■■■■■一｡

1
，

寺

l
I

l
I
I
g

I
U
a

ｳ

＆

1

’
3
●

1

1

|
I
1
9

｜

｜
’
O

1
g

l
I
O

l
1

1
’
’
1
1

Ⅱ
０
０
１
０
０
１
■
日
日
Ⅱ
■
■
８
０
日
日
日
０
Ｈ
Ｂ
Ｏ
０
Ｇ
口
も
ｄ
０
ｔ
Ｄ
０
ｏ
Ｂ
Ｄ
０
ｇ
９
０
●
■
日
日
８
１
Ⅱ
Ｂ
■
■
Ⅱ
Ｉ
毎
Ｉ
Ⅱ
８
３
口
■
Ⅱ
ｆ
８
８
日
■
日
日
０
■
■
■
日
■
■
ゲ
■
Ｂ
■
■
■
■
ｕ
ｒ
０
Ｕ
・
●
ｄ
ｌ
Ｕ
Ⅱ
０
８
８
日
日
■
２
日
Ｈ
Ｈ
ｑ
ｑ
０
８
■
Ｉ
Ｌ
６
０
０
８
ａ
■
０
凸
■
８
８
■
１
１
日
日
０
０
８
９

・
・
●
●
■
官
■
、
色
甲
、
■
■
■
、
凸
■
、
▲
■
０
寺
《
■
、
ザ
■
一
■
。
■
も
■
。
■
■
■
■
０
■
■
凸
日
■
■
■
■
二
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
■
■
●
。
早
■
●
あ
り
ｑ
●
■
ｐ
ロ
■
寺
◆
の
卓
■
■
凸
■
■
●
■
■
■
■
ｇ
■
■
●
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
■
■
■
、
？
↑
■
■
■
毎
、

の
二
Ｌ
Ｊ
Ⅱ
ザ
ｑ
，
ｏ
０
ｑ
Ⅱ
Ｈ
１
■
■
Ⅱ
日
与
■
Ｏ
Ｂ
Ｏ
Ⅱ
Ⅱ
８
０
■
。
■
■
■
エ
■
ｇ
白
ｑ
ｏ
Ｑ
Ｕ
■
々
Ｏ
ｐ
Ｂ
ｐ
Ｇ
■
Ⅱ
■
Ｂ
０
Ｌ
Ⅱ
ｐ
〃
Ｂ
マ
ー
■
●
？
■
ｐ
－
ｐ
Ｑ
Ｐ
Ⅵ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
巳
凸
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
■
砧
日
日
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

■
日
日
日
日
日
日
■
Ｂ
６
ｑ
Ｅ
ｑ
ｆ
０
も
１
■
■
■
■
■
■
Ｄ
６
Ｂ
０
ｂ
Ｕ
Ｉ
■
ｌ
０
１
Ｂ
０
β
８
０
①
■
９
８
■
■
Ｉ
■
ｂ
ｌ
■
０
血
日
ｒ
０
Ｂ
８
◆
。
■
日
日
日
日


